
　　　　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他

引き上げ分の

地方消費税交

付金（社会保

障財源化分）

その他

総合社会福祉事業 20,937 84 0 51 1,744 19,058

障害者福祉事業 117,835 81,887 0 142 3,002 32,804

高齢者福祉事業 10,241 85 0 50 847 9,259

児童福祉事業 270,213 92,706 0 24,109 12,864 140,534

母子福祉・保健事業 12,388 4,348 0 173 660 7,207

小　　　　計 431,614 179,110 0 24,525 19,117 208,862

介護保険事業 98,506 2,794 0 0 8,026 87,686

国民健康保険事業 49,615 25,557 0 0 2,017 22,041

小　　　　計 148,121 28,351 0 0 10,043 109,727

後期高齢者医療事業 79,002 10,629 0 0 5,733 62,640

保健衛生事業 61,037 0 0 961 5,037 55,039

予防対策事業 33,337 781 0 459 2,691 29,406

小　　　　計 173,376 11,410 0 1,420 13,461 147,085

753,111 218,871 0 25,945 42,621 465,674

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【用語解説】

　社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費

　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民

　　　　　　　　生活の内容を豊かならしめることを目的とした施策に要する経費

　　　　　　　　事例）児童福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度

　　　　　　　　事例）国民健康保険、介護保険　など

　保健衛生：国民の健康を保つための施策に要する経費

　　　　　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など

令和元年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費令和元年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費令和元年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費令和元年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

社会

福祉

　平成26年4月1日、令和元年10月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の

増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされています。

　天栄村の令和元年度一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は以下のとおりです。

　　　　【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

42,621千円

753,111千円

一般財源

事業名

令和元年度

決算額

財源内訳

特定財源

合　　　計

保健

衛生

社会

保険

区分


